
○

財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
と
被
監
査
会
社
と
の
特
別
の
利
害
関
係
）

（
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
と
被
監
査
会
社
と
の
特
別
の
利
害
関
係
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

法
第
百
九
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
監
査
法
人
の
特
別
の
利
害
関
係

２

法
第
百
九
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
監
査
法
人
の
特
別
の
利
害
関
係

と
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
関
係
を
い
う
。
た
だ
し
、

と
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
関
係
を
い
う
。
た
だ
し
、

第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
つ
い
て
は
、
連
結
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関

第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
つ
い
て
は
、
連
結
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関

す
る
場
合
に
限
る
。

す
る
場
合
に
限
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

監
査
法
人
の
社
員
の
う
ち
に
、
被
監
査
会
社
の
持
分
法
適
用
会
社
の
取
締

九

監
査
法
人
の
社
員
の
う
ち
に
、
被
監
査
会
社
の
持
分
法
適
用
会
社
の
取
締

役
、
執
行
役
、
監
査
役
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
が
あ
る
場
合
又
は
被
監

役
、
監
査
役
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
が
あ
る
場
合
又
は
被
監
査
会
社
の

査
会
社
の
連
結
子
会
社
若
し
く
は
持
分
法
適
用
会
社
と
の
間
に
、
公
認
会
計

連
結
子
会
社
若
し
く
は
持
分
法
適
用
会
社
と
の
間
に
、
公
認
会
計
士
法
施
行

士
法
施
行
令
第
八
条
第
五
号
に
掲
げ
る
関
係
を
有
す
る
者
が
あ
る
場
合

令
第
八
条
第
五
号
に
掲
げ
る
関
係
を
有
す
る
者
が
あ
る
場
合

十

（
略
）

十

（
略
）

－１－


